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とになってしまうのです。
もともと無戸籍状態を解消するための手続であ

る就籍届の手続が利用できない状態になってし
まっていました。

旧民法の考え方は、嫡出推定児が生まれている
ならば実父が異なってもそれは追って別途手続を
して訂正をすればよいのであって、いずれにせよ
出生届は生まれて14日以内に届出よというもの
です。

これは明治民法につながる家制度的なところが
あって、家によって守られる子供は困窮しなくて
済むし、家に子が増えるのはいいことだし、世帯
主の父親だけが嫡出否認という手続で父であるこ
とを拒むことができれば足りるんだという考え方
があるように思われます。

この子は推定される父・世帯主の父・夫の子で
はないということを、いわゆる「よその者」が主
張できてしまえば、家の存続に影響しかねないし
イメージが悪い。そのように正面から法律に書い
てあるわけではないですけど、そういう時代の流
れの中で作られた制度であると理解できます。

法律としては、嫡出否認をした場合には戸籍の
訂正をして母の戸籍に入籍させれば無戸籍は起こ
りようがない、といった立て付けだったはずです
けど、実際そうはいきませんでした。

もう離婚した元夫なんかと関わりたくないとい
うのが自然な感情の中で、やっと別れた相手と裁
判手続をしなきゃいけないなんて嫌だということ
で無戸籍解消スキームとして確立していったのが、
出生届を出さず、無戸籍という状態のまま認知調
停をすることでした。血縁関係のある実父を相手
方とし、無戸籍の状態で調停を提起して、元夫は
関与しない状態でDNA鑑定や審問をして、実父
母間のみの関与で解決していくというものです。

場合によっては元夫に通知が行くケースもある
んですけれども、嫡出否認の申立人になってもら
うようお願いするよりは、ハードルはものすごく
低くなります。それと、子の母は、新しいパート
ナーと再婚していることもありますから、新しい

いメッセージが感じられるところで、しかも正当
な理由なく届出をしない者には処罰規定まであり
ます（戸籍法120条）。

それでも出生届が出されない場合があります。
そこは経済的な事情があったり、出生届と出生証
明書が一体になっているため、産院で「出産費用
を払わないと出生届を渡さない」といった言われ
方をしてそれっきり出せないとか、何とか回収を
して出生届が手元にあるんだけど、既に期限が徒
過して「出したらもう罪になるよ」とかいう何気
ない言葉掛けで、無戸籍であるということをまた
さらにひた隠しにするような暮らしを強いられて
いく人がいます。

なお、戸籍法59条には棄児を引き取ったとき
はその日から1箇月以内に戸籍の訂正をするよう
にという規定や、戸籍法110条では、本籍を有し
ない者は家庭裁判所の許可を得て就籍の届出をし
なければならないという規定があります。

2 出生の届出義務に違反し不届⇒
無戸籍へ

無戸籍の状態を解消するにはどうしたらいいか
というと、就籍届さえ出せば済むというわけでは
ありません。なぜなら、「本籍を有しない者」で
なければ就籍手続はできないからです。完全に棄
児であれば父と母が分からないので、捨て子の状
態だと認識できますから、棄児だと発覚した自治
体の方、発見者による届出等で市町村長が調書に
して戸籍を作ることができるわけですけど、無戸
籍問題が起きるのはそういう棄児ではありませ
ん。父と母が判明している場合、つまり、父か母
の本籍というのが子供の本籍でもあるので「本籍
を有しない者」にあたらず、就籍手続ができない
のです。

旧民法772条では、離婚後300日以内に出生し
た子には嫡出推定が及ぶため、父又は母の本籍を
その子は持っているはずだから、「本籍を有しな
い者」ではないので就籍手続はできないというこ
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ないようにしようというところで、法成立公布後
の1年半以内に施行と規定されており、施行日は
令和6年4月1日となりました。

本法律の施行日前に生まれた方やその母も、本
法律の施行の日から1年間に限り嫡出否認の訴え
を提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推
定されている状態を解消することが可能です。

婚姻の解消などの日から300日以内に子が生ま
れた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚
した後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定する
という改正もなされました。これができるのも女
性の再婚禁止期間が完全撤廃されて、離婚届を出
してすぐ再婚ができるという法律に変わったから
です。

再婚してしまえば妊娠時期自体は離婚前だった
としても、再婚した夫との間の子として父子関係
が推定されます。法改正前であればいったん無戸
籍にせざるを得なかったかもしれないお子さんた
ちが、父は当然この再婚相手として出生届を出し
て受理されるようになります。

嫡出否認権の制度も見直しがあり、従前のよう
な家制度を守るイメージで夫のみに認められてい
た申立権を子及び母に認めることで、より正しい
親子関係の定めをしやすくなりました。

しかも嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3
年に伸長しました。生まれて子
育てを始めてばたばたしている
間に1年たってしまうことはあ
り得ることで、この点を見直し
て、3年の間に申立てさえあれ
ば間に合うとした見直しは有益
です。 図4  図5

繰り返しになりますが、再婚
禁止期間を撤廃し離婚後即再婚
が可能、再婚後に出生した子は
婚姻前に懐胎していても当該婚
姻における夫の子であると推定
をするというのが、新民法772
条1項なので、出生届に推定さ

令和4年民法改正第3

1 改正ポイント～出生届をシンプル
に提出しやすくなる法改正～

このような中で2019年から法制審での議論が
始まって、嫡出推定制度自体を見直すべきだとい
う法改正の流れになりました。しかし、嫡出推定
制度とは早い段階で法律上の父子関係を安定さ
せ、家庭の平和を保つという制度であって、これ
自体は法改正でも維持されているところがありま
す。

そこには法律婚の尊重という意識があって、妻
が産んだ嫡出子は夫の子と推定されます。また、
その意味は、婚姻の効果として、離婚後も一定期
間有効といえます。

令和4年の親子法制改正では、懲戒権の削除、
嫡出の推定見直し及び女性の再婚禁止期間廃止、
嫡出否認制度の見直し、生殖補助医療関係の特例、
認知制度の見直しを柱にして改正が実現しまし
た。 図3

嫡出推定制度に関する民法改正は、令和4年12
月10日に成立しました。メインは無戸籍が起き

婚姻と親子関係の紐づけ

•嫡出推定制度とは、早い段階で法律上の父子関係を安定させ、家庭の平和を保つ
•法律婚の尊重
•妻が産んだ嫡出子は、夫の子と推定される（婚姻の効果：離婚後も一定期間有効）

令和 4年親子法制改正

•懲戒権削除
•嫡出の推定見直し及び女性の再婚禁止期間廃止
•嫡出否認制度見直し
•第三者の提供精子を用いた生殖補助医療により生まれた場合の特例
•認知制度見直し

嫡出制度と法改正情報
図3
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しかし、実父の協力が得られない場合というの
も、現実ではありそうな話で、交際関係が解消さ
れていて連絡すらちゃんと取れないとなると、や
はり推定される父を相手方に嫡出否認の申立てを
することになります。法改正により、母または子
からの申立てが可能になって、申立てを元夫にお
願いするという必要はないものの、あくまで元夫
を相手方にしなければならないというところの懸
念点はあります。

3 相談事例

ひとつ具体的な事例をご紹介します。
相談者の女性は、妊娠判明直後から、子の父に

あたる方との関係性から、これは出産後、子が無
戸籍になってしまうかもしれないという意識は
あって、妊娠中から市役所への相談とかいろいろ
回ったものの、何かピンとした回答が得られず、
やっと無戸籍専門法律相談ができたときには、臨
月、出産間際という、そういう状態でした。

この方は、無戸籍になりそうな、離婚後300日
以内の出産予定に該当しますが、まさに法改正後
でも、前夫に推定が及んでしまうが、再婚も考え
られないというパターンでした。法改正前の事案
ではありますけど、この方が法改正後に相談に来
ても、やっぱり同じような問題に直面することに
なります。出産後すぐに出生証明書のコピーを
送っていただいて、強制認知の調停申立てをしに
家庭裁判所に行きました。

生まれた段階では無戸籍ですが、この申立書自
体は、裁判所のホームページのサイトでも、無戸
籍の方用の書式という案内があるので、それをそ
のまま使えます。何でこんなに早く申立てをする
かというと、申立てをすることで、事件係属証明
書をいただき、それと出生証明書を併せて役所に
提出しに行くと、出生届は出せないんだけども、
住民票の登録はすることができて、そうすると、
健康保険証とかマイナンバーとか、予防接種も受

れる父を書くときは再婚後の夫の名前を記載すれ
ば受理されます。

2 それでも無戸籍がまだ起こり得る
～取り残された課題～

改正民法772条には、「妻が婚姻中に懐胎した
子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が
婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後
に生まれたものも、同様とする。」（1項）、
「前項の場合において、婚姻の成立の日から

200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したも
のと推定し、婚姻の成立の日から200日を経過し
た後、婚姻の解消もしくは取り消した日から300
日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと
推定する。」（2項）、
「第1項の場合において、女が子を懐胎したと

きから子の出生のときまでの間に2以上の婚姻を
していたときは、その子は、その出生の直近の婚
姻における夫の子と推定する。」（3項）、
「前3項の規定により父が定められた子につい

て、第774条の規定によりその父の嫡出であるこ
とが否認された場合における前項の規定の適用に
ついては、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直
近の婚姻（第744条の規定により子がその嫡出で
あることが否認された夫との間の婚姻を除く。）」
とする」（4項）とあります。

結局、推定規定というのが変わらず残っていて、
再婚をしたら、再婚した夫の子と推定されるので
すが、必ずしも再婚をするとは限らないわけで、
そうなると、やっぱり前夫の子と推定されるとい
うケースが起きてしまう。再婚しなかったら、こ
の新しい法律に基づいても、いったん無戸籍にす
る現象が起こり得るんだというのが、今日メイン
で伝えたいところです。

再婚しないがパートナー関係があるなど認知手
続に実父の協力が得られる場合は、従来の無戸籍
解消スキームのとおりの認知手続で、何とかなる
とは思います。
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が1日は必要ですけどね。
お産をされて回復期をちょっと待つとか、例え

ば上に大きなお子さんがいて、受験とかがあった
りすることもあると思うのでその場合は、申立て
から期日までをちょっとあえて空けるとか事案に
応じて変えるほうがいいかと思いますが、そこの
期間を短くしていけば、半年ぐらいでも解決し得
ます。そもそも再婚相手や交際関係のある相手で
あれば、弁護士が入らずとも、認知調停で話がつ
けば、無戸籍は解消するというような、そういう
イメージを相談者に伝えてあげることで、少しは
安心してもらえるのではないでしょうか。

質問者 14日以内に出生届を出さないと過料の
制裁があると思うのですが、これはまだそのまま
維持されているという理解をしていいですか。
古 賀 法改正では、その点は変わっていません。

質問者 質問が2つあります。1つは、出生届を
期限までに出さないと、犯罪者になってしまうん
じゃないかと当事者がおびえてしまうというのが
あって、それで申し出てこられない方がいるのか
なという気がするのですが。仮にそういう相談を
受けたときに、この過料の規定は大抵は適用され
ないので大丈夫ですよといった説明をしてもいい
のでしょうか。

2つ目は、先程先生からご紹介いただいた事例
は、非常にうまく解決がなされたケースなんだろ
うなと思うのですが、もし差し支えなければ、な
かなかうまくいかなかったというか、これは少し
困ったなみたいなケースがあれば教えてくださ
い。
古 賀 1つ目のご質問については、過料は、私

も役所の窓口に立ち会って分かりましたけど、備
考欄になぜ手続期間を過ぎたのかは書く必要があ
りますけれど、現実的に過料が課されるというの
は、多分ないんじゃないかなと思っていますので、
罰を受けることはないでしょうと、言って大丈夫
だとは思います。

には、正しい戸籍が大事です。また親を知る、ア
イデンティティの問題でもあるという意識を持っ
て、戸籍制度の理解をした方がいいと思います。
成人した後も一生にわたって影響がある問題なん
だと知っておいてほしいと思います。

繰り返しになりますが、成人した無戸籍者への
支援も忘れないでほしいです。

住民票なし、健康保険証なし、予防接種なし、
就学の案内なし、学校生活の経験なしという生き
づらく過ごした幼少期の思い出というのは、涙な
くしては聞けないものです。友達といても、学校
に行っていないのに、行っているふうにうそをつ
くという、そういうことをさせられてきたという
事実を背負って、ごまかして生きながら、いざ結
婚するときに、せっかく縁あった相手に、戸籍が
ないから婚姻届が出せないとかいう、そういう問
題に直面して。だから、無戸籍解消に向けて動こ
うという人もいれば、無戸籍状態のまま出産して、
またその方から生まれた子が無戸籍状態になると
いうことも現実に起こっています。法改正があっ
たから無戸籍問題は完全に解決したんだ、終わっ
たんだというわけではなくて、今後もまだ生じ得
る問題だというのはちゃんと意識してもらった上
で、さらに成人している当事者の支援というのも
忘れないでほしいなというところです。

質疑応答第5

質問者 無戸籍解消スキームに関しての質問で
す。認知調停から母の戸籍への入籍完了までにか
かる時間について、ご経験を踏まえて教えてくだ
さい。
古 賀 数か月以内にできるのではないのかなと

思います。
DNA鑑定は子供さんを連れて裁判所に行く期日




